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金
融
庁
で
は
厳
し
い
経
済
金
融

情
勢
や
雇
用
環
境
が
続
く

中
、
企
業
金
融
に
つ
い
て
も
政
策
的

対
応
が
必
要
と
の
認
識
か
ら
、「
中

小
企
業
等
に
対
す
る
金
融
円
滑
化
対

策
の
総
合
的
な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
を
と

り
ま
と
め
、
同
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
基
づ

い
て
、
次
の
と
お
り
の
措
置
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

一
　
法
律
の
制
定

　

金
融
機
関
の
業
務
の
健
全
か
つ
適

切
な
運
営
の
確
保
に
配
意
し
つ
つ
、

中
小
企
業
者
及
び
住
宅
資
金
借
入
者

に
対
す
る
金
融
の
円
滑
化
を
図
る
た

め
に
必
要
な
臨
時
の
措
置
と
し
て
、

「
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
金
融
の

円
滑
化
を
図
る
た
め
の
臨
時
措
置
に

関
す
る
法
律
」
を
第
1
7
3
回
国

会
に
提
出
し
、
平
成
21
年
11
月
30
日

に
成
立
、
12
月
4
日
に
施
行
さ
れ
ま

し
た
。（
金
融
機
関
の
体
制
整
備
義

務
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
平
成

22
年
2
月
1
日
よ
り
施
行
。）

二
　
検
査
・
監
督
上
の
措
置

　　

ま
た
、本
法
律
の
施
行
に
併
せ
て
、

金
融
機
関
の
体
制
整
備
等
の
た
め
の

検
査
・
監
督
上
の
措
置
と
し
て
、
金

融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
及
び
監
督
指
針

に
つ
い
て
所
要
の
改
定
等
を
行
い
ま

し
た
。

三
　
そ
の
他
の
措
置

　

そ
の
他
の
措
置
と
し
て
、
政
府
関

係
金
融
機
関
等
に
つ
い
て
も
、
貸
付

条
件
の
変
更
等
に
柔
軟
に
対
応
す
る

よ
う
努
め
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と

や
、
金
融
庁
幹
部
が
中
小
企
業
庁
等

と
連
携
し
て
全
国
各
地
の
中
小
企
業

等
と
の
意
見
交
換
を
行
う
等
の
取
組

を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
当

局
管
内
に
お
い
て
も
平
成
21
年
11
月

24
、
25
日
に
金
融
庁
及
び
中
小
企
業

庁
合
同
に
よ
る
中
小
企
業
者
等
と
の

意
見
交
換
会
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
同
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
よ
る
措

置
の
説
明
・
広
報
の
た
め
、
12
月
8

日
、
9
日
に
当
局
主
催
に
よ
る
管
内

金
融
機
関
等
の
実
務
担
当
者
へ
の
説

明
会
を
実
施
し
、
12
月
15
日
に
は
金

融
庁
及
び
中
小
企
業
庁
合
同
に
よ
る

管
内
金
融
機
関
及
び
中
小
企
業
団
体

へ
の
説
明
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

沖縄総合事務局財務部でも受け付けています。 098-866-0095

沖縄総合事務局経済産業部でも受け付けています。 098-866-1755

「
中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
」
に
よ
っ
て
、

金
融
機
関
か
ら
の
借
入
れ
に
つ
い
て
、「
貸

付
条
件
の
変
更
等
」
を
受
け
ら
れ
る
と
聞
き
ま
し
た

が
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
か
。

A

　ま
ず
は
、
ご
利
用
の
金
融
機
関
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
金
融
機
関
と
今
後
の
経
営
改
善
計
画
、
返

済
計
画
を
検
討
し
た
上
で
、
そ
の
実
現
に
必
要
な
貸

付
条
件
の
変
更
等
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。ま
た
、

経
営
改
善
計
画
が
な
く
て
も
、
1
年
以
内
に
計
画
を

策
定
で
き
る
と
見
込
ま
れ
れ
ば
、
先
に
貸
付
条
件
の

変
更
等
を
行
っ
た
上
で
、
金
融
機
関
と
一
緒
に
計
画

の
検
討
を
行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。 

「
貸
付
条
件
の
変
更
等
」
と
は
、
元
本
の
返

済
猶
予
を
意
味
す
る
の
で
す
か
。 

A

　そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
元
本
の
猶
予

以
外
に
も
、
例
え
ば
、
返
済
期
間
の
延
長
や
、
旧
債

の
借
換
え
、
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ
プ
（
債

務
の
株
式
化
）
な
ど
、
債
務
の
弁
済
負
担
の
軽
減
を

行
う
す
べ
て
の
措
置
が
含
ま
れ
ま
す
。
ご
利
用
の
金

融
機
関
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

金
融
機
関
に
「
貸
付
条
件
の
変
更
等
」
を

申
し
込
み
ま
し
た
が
、
応
じ
て
も
ら
え
ま

せ
ん
で
し
た
。も
う
あ
き
ら
め
る
し
か
な
い
の
で
し
ょ

う
か
。 

A

　あ
き
ら
め
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
取

引
金
融
機
関
や
、
信
用
保
証
協
会
等
に
相
談
し
て

み
ま
し
ょ
う
。
中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
は
、
各
金

融
機
関
が
、
他
の
金
融
機
関
や
信
用
保
証
協
会
、

政
府
関
係
金
融
機
関
等
と
の
連
携
を
図
る
よ
う
求
め

て
い
ま
す
。 

「
貸
付
条
件
の
変
更
等
」
を
受
け
た
こ
と
を

理
由
に
、
今
後
、
新
規
融
資
を
断
ら
れ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

A

　そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
個
別
の
融

資
は
各
金
融
機
関
が
借
り
手
の
信
用
力
等
を
踏
ま
え

て
判
断
し
ま
す
が
、
金
融
庁
も
、
貸
付
条
件
の
変
更

等
の
履
歴
が
あ
る
こ
と
の
み
を
理
由
に
新
規
融
資
を

拒
絶
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
金
融
機
関
に
対
す
る

検
査
・
監
督
で
検
証
し
て
い
き
ま
す
。 

政
府
関
係
金
融
機
関
等
に
も「
貸
付
条
件
の

変
更
等
」を
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。 

A

　お
申
し
込
み
で
き
ま
す
。
政
府
関
係
金
融
機

関
や
信
用
保
証
協
会
に
対
し
て
は
、
従
来
か
ら
、
貸

付
条
件
の
変
更
等
に
柔
軟
に
対
応
す
る
よ
う
監
督
官

庁
が
要
請
を
行
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ

ト
貸
付
や
緊
急
保
証
制
度
な
ど
、
新
規
融
資
に
つ
な

が
る
制
度
も
使
え
ま
す
。 

①
ま
ず
は
、
ご
利
用
の
金
融
機
関
営
業
店
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。 

②
ま
た
、
各
金
融
機
関
本
部
に
は
「
貸
付
条
件
の
変

更
等
に
係
る
苦
情
相
談
窓
口
」
が
設
置
さ
れ
ま
す

の
で
、
営
業
店
の
対
応
が
ご
不
満
の
場
合
等
に
ご

利
用
下
さ
い
。 

③
さ
ら
に
、
各
金
融
関
係
団
体
が
設
置
す
る 

苦
情

相
談
窓
口
、
金
融
庁
の
情
報
受
付
窓
口 

も
ご
活

用
下
さ
い
。 

金
融
円
滑
化
Ｑ
＆
Ａ

困
っ
た
ら
ど
こ
に
相
談
す
れ
ば

よ
い
の
で
す
か
? 

Q1Q2Q3Q4Q5

金融庁及び中小企業庁合同による管内金融機関等への説明会の模様

「中小企業等に対する金融円滑化対策の総合的パッケージ」について

中小企業等に対する金融円滑化対策の総合的パッケージ中小企業等に対する金融円滑化対策の総合的パッケージ

金融機関（注）は、中小企業又は住宅ローンの借り手から申込
みがあった場合には、貸付条件の変更等を行うよう努める。

（注）銀行、信金・信組・労金・農協・漁協及びその連合会、農林中金

・金融機関の責務を遂行するための体制整備。

・実施状況と体制整備状況等の開示。（虚偽開示には罰則を付与。）

・法�の施行に
��て、検査�
����、監督
��を��。

・中小企業融�・
����支援へ
の取組み状況を
��的に検査・
監督。

検査・監督
上の措置

・実施状況の当局への報告。（虚偽報告には罰則を付与。）

・当局は、報告をとりまとめて公表。

金融機関の努力義務

金融機関自らの取組み

行政上の対応

・政府関係金融機関等についても、貸付条件の変更等に柔軟に対応するよう努めることを要請。
・金融庁幹部が、中小企業庁等と連携し、全国各地の中小企業等と意見交換。
・金融機能強化法の活用の検討促進。

その他の措置

・信用保証制度の充実等。

更なる支援措置

〈
時

限

〉

臨
時
措
置
に
関
す
る
法
律

中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
金
融
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
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対
し
て
は
、
従
来
か
ら
、
貸

付
条
件
の
変
更
等
に
柔
軟
に
対
応
す
る
よ
う
監
督
官

庁
が
要
請
を
行
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ

ト
貸
付
や
緊
急
保
証
制
度
な
ど
、
新
規
融
資
に
つ
な

が
る
制
度
も
使
え
ま
す
。 

①
ま
ず
は
、
ご
利
用
の
金
融
機
関
営
業
店
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。 

②
ま
た
、
各
金
融
機
関
本
部
に
は
「
貸
付
条
件
の
変

更
等
に
係
る
苦
情
相
談
窓
口
」
が
設
置
さ
れ
ま
す

の
で
、
営
業
店
の
対
応
が
ご
不
満
の
場
合
等
に
ご

利
用
下
さ
い
。 

③
さ
ら
に
、
各
金
融
関
係
団
体
が
設
置
す
る 

苦
情

相
談
窓
口
、
金
融
庁
の
情
報
受
付
窓
口 

も
ご
活

用
下
さ
い
。 

金
融
円
滑
化
Ｑ
＆
Ａ

困
っ
た
ら
ど
こ
に
相
談
す
れ
ば

よ
い
の
で
す
か
? 

Q1Q2Q3Q4Q5

金融庁及び中小企業庁合同による管内金融機関等への説明会の模様

「中小企業等に対する金融円滑化対策の総合的パッケージ」について

中小企業等に対する金融円滑化対策の総合的パッケージ中小企業等に対する金融円滑化対策の総合的パッケージ

金融機関（注）は、中小企業又は住宅ローンの借り手から申込
みがあった場合には、貸付条件の変更等を行うよう努める。

（注）銀行、信金・信組・労金・農協・漁協及びその連合会、農林中金

・金融機関の責務を遂行するための体制整備。

・実施状況と体制整備状況等の開示。（虚偽開示には罰則を付与。）

・法�の施行に
��て、検査�
����、監督
��を��。

・中小企業融�・
����支援へ
の取組み状況を
��的に検査・
監督。

検査・監督
上の措置

・実施状況の当局への報告。（虚偽報告には罰則を付与。）

・当局は、報告をとりまとめて公表。

金融機関の努力義務

金融機関自らの取組み

行政上の対応

・政府関係金融機関等についても、貸付条件の変更等に柔軟に対応するよう努めることを要請。
・金融庁幹部が、中小企業庁等と連携し、全国各地の中小企業等と意見交換。
・金融機能強化法の活用の検討促進。

その他の措置

・信用保証制度の充実等。

更なる支援措置

〈
時

限

〉

臨
時
措
置
に
関
す
る
法
律

中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
金
融
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の

0203




